
　　

① 平成２９年度前期「現任教育」を行いました

本年９月に、１号施設常駐・巡回警備員教育と２号交通誘導警備員教育の

定期教育講習をそれぞれ行いました。

内容は基本教育と業務別教育において、

警備業法・憲法・刑法（正当防衛・緊急避難 他 ）・刑事訴訟法（現行犯逮捕 他）・

警察機関等への連絡方法・現場保存・遺失物法・道路交通法・事故の判例勉強会・

挨拶敬語・応急救護・護身術・避難誘導の方法・警備計画の重要性・

基本応用動作・無線・各種交通規制対応・現場における危険予知訓練等、

また１号警備の内容として、テロ防止に関して・出入管理・鍵の取扱・巡回方法・不審者対応・

総合管理システム・消火器の取扱要領・報告と引き継ぎの重要性等をそれぞれ行いました。

今回も「百聞は一見にしかず」ではないですが、

礼儀作法や外見の大切さ等を映像にて活用し、指導致しました。

今後も弊社における強みを最大限発揮し、全社一丸となって、

お客様の満足度を高める為に何ができるか考え、実行を進めて参りたいと思っております。

② 今後の交通誘導警備動向について（再願い）

皆様、いつも大変お世話になっております。

交通誘導警備員における労務単価も過去最高を達成し、最低賃金の上昇も続き、

業界全体として今後も引き続き警備料金の上昇が十分考えられます。

業界全体の人員不足問題は未だ解決していない状況でして、

結果的に賃金・福利厚生の無充実は、業界における人員流出につながり、

警備員の業務超過など、無理な誘導体制による事故が起こりかねません。

また、その対策としてお客様御自身で誘導を行うことは、

お客様の従業員不足や生産性の低下へつながり、

お客様における業務の計画変更や遅延等にもつながりえます。

その解決のためにも、ガイアとして、「お客様のご要望」を第一としつつ、

適正な料金体系を心がけたいと思っておりますので、

何卒皆様のご協力のほど、宜しくお願い申しあげます。 Ｈ２９年１０月 営業 斎藤


